




















































































































 

 

また、当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び仮定の記載（第二号

様式記載上の注意(32)ａ⒠における記載をいう。）について重要な変更があった場合には、その旨及

びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。 

［⒝・⒞ 略］ 

［削る。］ 

 

 

［ｂ・ｃ 略］ 

 

 

 

 

［⒝・⒞ 同左］ 

⒟ 「２ 事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、経

営者の視点から、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善

するための対応策を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

［ｂ・ｃ 同左］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

ａ 当中間連結会計期間において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業

上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれら

の契約に重要な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

 

［ｂ・ｃ 略］  

ｄ 当中間連結会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機関に

より決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株式交換

完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交換完全親

会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全親会社等」と

いう。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられ

る場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換及び株式移転の後の株式交換完全親会社等とな

る会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親会

社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）の

資本金・事業の内容等について記載すること。 

ｅ ［略］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

ａ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。以下⑿において

同じ。）において、事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部

を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結した場合又はこれらの契約に重要

な変更若しくは解約があった場合には、その内容を記載すること。 

［ｂ・ｃ 同左］ 

ｄ 当中間連結会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機関に

より決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株式交換

完全子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交換完全親

会社となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下この様式において「株式交換完全親会社

等」という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が割り当

てられる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換及び株式移転の後の株式交換完全親会社

等となる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完

全親会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含

む。）の資本金・事業の内容等について記載すること。 

ｅ ［同左］ 

⒀ 研究開発活動 

当中間連結会計期間における研究開発活動の状況（例えば、研究の目的、主要課題、研究成果、研究体

制等）及び研究開発費の金額を、セグメント情報に関連付けて概括的に記載すること。 

⒀ 研究開発活動 

当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）における研究開発

活動の状況（例えば、研究の目的、主要課題、研究成果、研究体制等）及び研究開発費の金額を、セグメ

ント情報に関連付けて概括的に記載すること。 

⒁ 主要な設備の状況 

ａ ［略］ 

ｂ 当中間連結会計期間において、主要な設備のうちに生産能力に重要な影響を及ぼすような機械装置等

の休止があった場合には、その内容を記載すること。 

⒁ 主要な設備の状況 

ａ ［同左］ 

ｂ 当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）において、主要

な設備のうちに生産能力に重要な影響を及ぼすような機械装置等の休止があった場合には、その内容を

記載すること。 

⒂ 設備の新設、除却等の計画 

ａ 前連結会計年度末（中間連結財務諸表を作成していない場合には前事業年度末。以下⒂において同

じ。）において計画中であった重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等について、当中間連結会

計期間に重要な変更があった場合には、セグメント情報に関連付けて、変更の内容を記載すること。 

 

［ｂ・ｃ 略］  

⒂ 設備の新設、除却等の計画 

ａ 前連結会計年度末（中間連結財務諸表を作成していない場合には前事業年度末。以下⒂において同

じ。）において計画中であった重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等について、当中間連結会

計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。以下⒂において同じ。）に重要

な変更があった場合には、セグメント情報に関連付けて、変更の内容を記載すること。 

［ｂ・ｃ 同左］ 

⒃ 株式の総数等 

［ａ～ｉ 略］  

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑸ 大株主の状況」及び「⑹ 議

⒃ 株式の総数等 

［ａ～ｉ 同左］ 

ｊ 相互会社にあっては、記載を要しない（「１ 株式等の状況」の「⑸ 大株主の状況」から「２ 株
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決権の状況」において同じ。）。 価の推移」までにおいて同じ。）。 

［⒄～(22) 略］  ［⒄～(22) 同左］ 

［削る。］ 

 

 (23) 株価の推移 

ａ 株式が金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記載し、当

該金融商品取引所名を注記すること。 

なお、二以上の種類の株式が金融商品取引所に上場されている場合には、種類ごとに記載すること。 

ｂ 株式が店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認可金融商

品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

なお、二以上の種類の株式が認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、種類ごとに記載す

ること。 

ｃ その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その旨を注記すること。 

(23) ［略］ (24) ［同左］ 

(24) 経理の状況 

ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又は

これに準じて中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下(24)において「中間連結財務諸表等」とい

う。）を作成している場合には、その旨を記載すること。 

［ｂ～ｄ 略］ 

ｅ 提出会社が法の規定により提出する中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを

行っている場合には、その旨及びその取組みの具体的な内容を記載すること。ただし、前事業年度の有

価証券報告書又は当中間連結会計期間に提出した有価証券届出書に記載された連結財務諸表及び財務諸

表の適正性を確保するための特段の取組みに重要な変更がない場合には、記載を要しない。 

 

ｆ 中間連結財務諸表等について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨及び

公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。 

なお、当中間連結会計期間において、公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載す

ること。 

(25) 経理の状況 

ａ 財務諸表等規則別記に掲げる事業を営む会社が、特別の法令若しくは準則の定めるところにより又は

これに準じて中間連結財務諸表及び中間財務諸表（以下(25)において「中間連結財務諸表等」とい

う。）を作成している場合には、その旨を記載すること。 

［ｂ～ｄ 同左］ 

ｅ 提出会社が法の規定により提出する中間連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを

行っている場合には、その旨及びその取組みの具体的な内容を記載すること。ただし、前事業年度の有

価証券報告書又は当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）

に提出した有価証券届出書に記載された連結財務諸表及び財務諸表の適正性を確保するための特段の取

組みに重要な変更がない場合には、記載を要しない。 

ｆ 中間連結財務諸表等について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨及び

公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。 

なお、当中間連結会計期間（中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間）におい

て、公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。 

(25) ［略］ (26) ［同左］ 

(26) ［略］ (27) ［同左］ 

(27) ［略］ (28) ［同左］ 

(28) ［略］ (29) ［同左］ 

(29) ［略］ (30) ［同左］ 

(30) ［略］ (31) ［同左］ 

(31) 中間財務諸表 

ａ ［略］ 

ｂ 指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合（(24)ｄに該当する場合に限る。）には、ａ、

ｃ、ｄ及び(32)から(35)までの規定により記載した中間財務諸表の下に「国際会計基準による中間財務諸

表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表を記載することができる。なお、

当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表は、ａ、ｃ、ｄ及び(32)から(35)までの規定により記

載すること。 

［ｃ・ｄ 略］ 

(32) 中間財務諸表 

ａ ［同左］ 

ｂ 指定国際会計基準により中間財務諸表を作成した場合（(25)ｄに該当する場合に限る。）には、ａ、

ｃ、ｄ及び(33)から(36)までの規定により記載した中間財務諸表の下に「国際会計基準による中間財務諸

表」の項を設け、当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表を記載することができる。なお、

当該指定国際会計基準により作成した中間財務諸表は、ａ、ｃ、ｄ及び(33)から(36)までの規定により記

載すること。 

［ｃ・ｄ 同左］ 

(32) ［略］ (33) ［同左］ 

(33) ［略］ (34) ［同左］ 
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(34) ［略］ (35) ［同左］ 

(35) ［略］ (36) ［同左］ 

(36) ［略］ (37) ［同左］ 

(37) ［略］ (38) ［同左］ 

(38) ［略］ (39) ［同左］ 

(39) ［略］ (40) ［同左］ 

(40) ［略］ (41) ［同左］ 

(41) ［略］ (42) ［同左］ 

(42) ［略］ (43) ［同左］ 

(43) ［略］ (44) ［同左］ 

(44) ［略］ (45) ［同左］ 

(45) ［略］ (46) ［同左］ 

(46) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第

二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(88)中「最近事業年度」

とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(47) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第

二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(87)中「最近事業年度」

とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(47) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営者

による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号様式記載上

の注意(89)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(89)中「最近事業年度」とあるのは「最

近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(48) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「３ 経営者

による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号様式記載上

の注意(88)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(88)中「最近事業年度」とあるのは「最

近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

  

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

【提出先】                      財務（支）局長 

【提出日】                    平成 年 月 日 

【中間会計期間】                 第 期中（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 

 日） 

【会社名】⑵                                    

【英訳名】                                     

【代表者の役職氏名】⑶                               

【本店の所在の場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【最寄りの連絡場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

【提出先】                      財務（支）局長 

【提出日】                    平成 年 月 日 

【中間会計期間】                 第 期中（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 

 日） 

【会社名】⑵                                    

【英訳名】                                     

【代表者の役職氏名】⑶                               

【本店の所在の場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【最寄りの連絡場所】                                

【電話番号】                                    

【事務連絡者氏名】                                 

【縦覧に供する場所】⑷              名称 

（所在地） 

第一部【企業情報】 第一部【企業情報】 
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第１【企業の概況】 第１【企業の概況】 

［１～３ 略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

４【役員の状況】⑻ 

５【従業員の状況】⑼ 

［１～３ 同左］ 

４【株価の推移】⑻ 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

月別       

最高（円）       

最低（円）       

５【役員の状況】⑼ 

６【従業員の状況】⑽ 

第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑽ 

２【経営成績等の概要】⑾ 

３【経営上の重要な契約等】⑿ 

４【研究開発活動】⒀ 

第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】⒁ 

２【設備の新設、除却等の計画】⒂ 

第４【経理の状況】⒃ 

１【中間財務諸表】⒄ 

［⑴～⑷ 略］ 

２【その他】⒅ 

第５【提出会社の参考情報】⒆ 

第二部【関係会社の情報】⒇ 

第三部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(21) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(22) 

［⑴・⑵ 略］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(23) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(24) 

［１～３ 略］ 

第３【指数等の情報】(25) 

［１・２ 略］ 

第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】⑾ 

２【経営成績等の概要】⑿ 

３【経営上の重要な契約等】⒀ 

４【研究開発活動】⒁ 

第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】⒂ 

２【設備の新設、除却等の計画】⒃ 

第４【経理の状況】⒄ 

１【中間財務諸表】⒅ 

［⑴～⑷ 同左］ 

２【その他】⒆ 

第５【提出会社の参考情報】⒇ 

第二部【関係会社の情報】(21) 

第三部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(22) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(23) 

［⑴・⑵ 同左］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(24) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(25) 

［１～３ 同左］ 

第３【指数等の情報】(26) 

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

［⑴～⑷ 略］  

（記載上の注意） 

［⑴～⑷ 同左］ 

⑸ 主要な経営指標等の推移 

ａ ［略］ 

ｂ 「５ 従業員の状況」において、提出会社における臨時従業員の平均雇用人員を記載している場合に

は、ａ⒯に掲げる従業員数の記載に併せて、臨時従業員の平均雇用人員を外書きとして記載すること。 

⑸ 主要な経営指標等の推移 

ａ ［同左］ 

ｂ 「６ 従業員の状況」において、提出会社における臨時従業員の平均雇用人員を記載している場合に

は、ａ⒯に掲げる従業員数の記載に併せて、臨時従業員の平均雇用人員を外書きとして記載すること。 

［⑹・⑺ 略］  ［⑹・⑺ 同左］ 

［削る。］ 

 

⑻ 株価の推移 

第五号様式記載上の注意(23)に準じて記載すること。 
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⑻ 役員の状況 

第五号様式記載上の注意(23)に準じて記載すること。 

⑼ 役員の状況 

第五号様式記載上の注意(24)に準じて記載すること。 

⑼ ［略］ ⑽ ［同左］ 

⑽ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ ［略］ 

ｂ 当中間会計期間において、提出会社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更があった場合又は新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合には、その内容、対処方針

等を具体的に記載すること。 

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下ｂにおいて「基本方針」

という。）を定めている会社において、当中間会計期間に当該基本方針に重要な変更があった場合には

その内容を記載すること。また、当中間会計期間において、新たに基本方針を定めた場合には、会社法

施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第３号に掲げる事項を記載すること。 

ｃ ［略］ 

⑾ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

ａ ［同左］ 

ｂ 当中間会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更があった場合又は

新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合には、その内容、対処方針等を具体的に記載す

ること。 

なお、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている会社につい

ては、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第３号に掲げる事項を記載すること。 

 

 

ｃ ［同左］ 

⑾ ［略］ ⑿ ［同左］ 

⑿ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当中間会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機関により

決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株式交換完全

子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交換完全親会社

となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下ｄにおいて「株式交換完全親会社等」とい

う。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てられる

場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換又は株式移転の後の株式交換完全親会社等となる

会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親会社

となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）の資

本金・事業の内容等について記載すること。 

ｅ ［略］ 

⒀ 経営上の重要な契約等 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 当中間会計期間において、株式交換又は株式移転が行われることが、業務執行を決定する機関により

決定された場合には、重要性の乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、株式交換完全

子会社となる会社又は株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交換完全親会社

となる会社又は株式移転設立完全親会社となる会社（以下この様式において「株式交換完全親会社等」

という。）の株式の数その他の財産（株式交換完全親会社となる会社以外の会社の株式等が割り当てら

れる場合を含む。）及びその算定根拠並びに当該株式交換又は株式移転の後の株式交換完全親会社等と

なる会社（株式交換完全子会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられる財産が株式交換完全親

会社となる会社が発行する有価証券以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者を含む。）

の資本金・事業の内容等について記載すること。 

ｅ ［同左］ 

⒀ ［略］ ⒁ ［同左］ 

⒁ ［略］ ⒂ ［同左］ 

⒂ ［略］ ⒃ ［同左］ 

⒃ ［略］ ⒄ ［同左］ 

⒄ 中間財務諸表 

第五号様式記載上の注意(31)から(35)までに準じて記載すること。 

⒅ 中間財務諸表 

第五号様式記載上の注意(32)から(36)までに準じて記載すること。 

⒅ その他 

第五号様式記載上の注意(36)に準じて記載すること。 

⒆ その他 

第五号様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 

⒆ 提出会社の参考情報 

第五号様式記載上の注意(37)に準じて記載すること。 

⒇ 提出会社の参考情報 

第五号様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 

⒇ 関係会社の情報 

ａ 当中間会計期間において、提出会社の関係会社（重要性の乏しい関係会社を除く。以下(20)において同

じ。）に異動があった場合には、その内容を記載すること。 

また、新たに提出会社の関係会社となった会社等については、当該関係会社の名称、住所、資本金又

は出資金、主要な事業の内容、議決権に対する提出会社の所有割合及び提出会社と関係会社との関係内

容（例えば、役員の兼任等、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借、業務提携等の関係内容をい

う。）について記載すること。 

(21) 関係会社の情報 

ａ 当中間連結会計期間において、提出会社の関係会社（重要性の乏しい関係会社を除く。以下(21)におい

て同じ。）に異動があった場合には、その内容を記載すること。 

また、新たに提出会社の関係会社となった会社等については、当該関係会社の名称、住所、資本金又

は出資金、主要な事業の内容、議決権に対する提出会社の所有割合及び提出会社と関係会社との関係内

容（例えば、役員の兼任等、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借、業務提携等の関係内容をい

う。）について記載すること。なお、中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間に
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［ｂ～ｆ 略］  

おける提出会社の関係会社の異動の状況について、これに準じて記載すること。 

［ｂ～ｆ 同左］ 

(21) 保証の対象となっている社債（短期社債等を除く。） 

第五号様式記載上の注意(38)に準じて記載すること。 

(22) 保証の対象となっている社債 

第五号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。 

(22) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

第五号様式記載上の注意(39)に準じて記載すること。 

(23) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 

第五号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。 

(23) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

第五号様式記載上の注意(40)に準じて記載すること。この場合において、第五号様式記載上の注意(40)ｂ中

「第５ 経理の状況」とあるのは「第４ 経理の状況」と読み替えるものとする。 

(24) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

第五号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。この場合において、第五号様式記載上の注意(41)ｂ中

「第５ 経理の状況」とあるのは「第４ 経理の状況」と読み替えるものとする。 

(24) 保証会社以外の会社の情報 

第五号様式記載上の注意(41)に準じて記載すること。 

(25) 保証会社以外の会社の情報 

第五号様式記載上の注意(42)に準じて記載すること。 

(25) 指数等の情報 

第五号様式記載上の注意(42)に準じて記載すること。 

(26) 指数等の情報 

第五号様式記載上の注意(43)に準じて記載すること。 

(26) ［略］ (27) ［同左］ 

(27) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 経営成績等の概要」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。な

お、第二号様式記載上の注意(88)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載す

ること。 

(28) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 経営成績等の概要」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。な

お、第二号様式記載上の注意(87)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載す

ること。 

(28) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 経営成

績等の概要」の項目については、第二号様式記載上の注意(89)に準じて記載すること。なお、第二号様式記

載上の注意(89)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(29) 学校法人等の特例 

提出者が、学校法人等である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」の「２ 経営成

績等の概要」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。なお、第二号様式記

載上の注意(88)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

  

第五号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               親会社等状況報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【事業年度】               第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【提出子会社名】⑴                             

【提出子会社代表者の役職氏名】                       

【提出子会社本店の所在の場所】                       

第五号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               親会社等状況報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【事業年度】               第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【提出子会社名】⑴                             

【提出子会社代表者の役職氏名】                       

【提出子会社本店の所在の場所】                       
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【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第１【提出会社の状況】 

１ ［略］ 

第１【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【役員の状況】 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

      

      

      

   計  
 

２【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

       

       

       

      計  
 

第２ ［略］ 第２ ［同左］ 

（記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。 

［⑴～⑷ 略］  

（記載上の注意） 

［同左］ 

［⑴～⑷ 同左］ 

  

第七号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑹                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑺                   

【安定操作に関する事項】⑻                         

【縦覧に供する場所】⑼          名称 

（所在地） 

第七号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】⑹                                  

【届出の対象とした募集（売出）金額】⑺                   

【安定操作に関する事項】⑻                         

【縦覧に供する場所】⑼          名称 

（所在地） 

第一部 ［略］ 第一部 ［同左］ 

第二部【企業情報】 第二部【企業情報】 

［第１～第４ 略］ ［第１～第４ 同左］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 略］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 略］ 
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［削る。］ 

 

３【株価の推移】(46) 

⑴【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次      

決算年月      

最高      

最低      

⑵【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別       

最高       

最低       
 

［削る。］ ４【役員の状況】(47) 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの概要】(46) 

⑵【役員の状況】(47) 

 

 

 

 

 

 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(48) 

⑵【監査報酬の内容等】(49) 

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

区分 

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

提出会社     

連結子会社     

計     
 

 

 

 

⑶【監査の状況】(48) 

⑷【役員の報酬等】(49) 

⑸【株式の保有状況】(50) 

②【その他重要な報酬の内容】 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

④【監査報酬の決定方針】 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

第６【経理の状況】(51) 

１【財務書類】(52) 

２【主な資産・負債及び収支の内容】(53) 

３【その他】(54) 

第６【経理の状況】(50) 

１【財務書類】(51) 

２【主な資産・負債及び収支の内容】(52) 

３【その他】(53) 

第７【外国為替相場の推移】(55) 

［１～３ 略］ 

第７【外国為替相場の推移】(54) 

［１～３ 同左］ 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(56) 第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(55) 

第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】(57) 

２【その他の参考情報】(58) 

第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】(56) 

２【その他の参考情報】(57) 

第三部【提出会社の保証会社等の情報】 第三部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 第１【保証会社情報】 
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１【保証の対象となっている社債】(59) １【保証の対象となっている社債】(58) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(60) 

［⑴・⑵ 略］ 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(59) 

［⑴・⑵ 同左］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(61) 

［⑴～⑺ 略］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(60) 

［⑴～⑺ 同左］ 

第２【保証会社以外の会社の情報】(62) 

［１～３ 略］ 

第２【保証会社以外の会社の情報】(61) 

［１～３ 同左］ 

第３【指数等の情報】(63) 

［１・２ 略］ 

第３【指数等の情報】(62) 

［１・２ 同左］ 

第四部【特別情報】 

第１【最近の財務書類】(64) 

第２【有価証券の様式】(65) 

第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】(66) 

第四部【特別情報】 

第１【最近の財務書類】(63) 

第２【有価証券の様式】(64) 

第３【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】(65) 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

⑴ 一般的事項 

［ａ～ｆ 略］  

ｇ 第二部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 

⒜ 財務書類として連結財務諸表のみを掲げている場合には、連結会社について記載すること。 

 

［⒝・⒞ 略］  

ｈ 「第四部 特別情報」のうち、「第１ 最近の財務書類」及び「第２ 有価証券の様式」に掲げる事

項にあっては提出会社が継続開示会社である場合、「第３ 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表

又は財務書類」に掲げる事項にあっては当該保証会社及び連動子会社（第19条第３項に規定する連動子

会社をいう。(62)及び(66)において同じ。）が継続開示会社である場合には、それぞれ記載を要しない。 

ｉ ［略］ 

⑴ 一般的事項 

［ａ～ｆ 同左］  

ｇ 第二部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 

⒜ 財務書類として連結財務諸表のみを掲げている場合には、連結会社を連結したものについて記載す

ること。 

［⒝・⒞ 同左］ 

ｈ 「第四部 特別情報」のうち、「第１ 最近の財務書類」及び「第２ 有価証券の様式」に掲げる事

項にあっては提出会社が継続開示会社である場合、「第３ 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表

又は財務書類」に掲げる事項にあっては当該保証会社及び連動子会社が継続開示会社である場合には、

それぞれ記載を要しない。 

ｉ ［同左］ 

［⑵～⒀ 略］ ［⑵～⒀ 同左］ 

⒁ 新株予約権証券の募集 

［ａ～ｌ 略］ 

ｍ 「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の欄は、第二号様式記載上の注意⑿ｍに準じて記載

すること。 

ｎ ［略］ 

ｏ 「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の欄は、第二号様式記載上の注意⑿ｏに準

じて記載すること。 

ｐ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下ｐ及び(41)ｆにおいて「基本

方針」という。）を定めている会社については、基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財

務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環とし

て、新株予約権証券を発行する場合はその旨を欄外に記載すること。 

ｑ ［略］ 

⒁ 新株予約権証券の募集 

［ａ～ｌ 同左］ 

ｍ 「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の欄は、第二号様式記載上の注意⑿ｊに準じて記載

すること。 

ｎ ［同左］ 

ｏ 「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」の欄は、第二号様式記載上の注意⑿ｌに準

じて記載すること。 

ｐ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下この様式において「基本方

針」という。）を定めている会社については、基本方針に照らして不適切な者によって当該会社の財務

及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（いわゆる買収防衛策）の一環とし

て、新株予約権証券を発行する場合はその旨を欄外に記載すること。 

ｑ ［同左］ 

［⒂～(45) 略］  ［⒂～(45) 同左］ 

(46) コーポレート・ガバナンスの概要 

第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 

 

 

(46) 株価の推移 

ａ 株式が本邦内の金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場相場を記

載し、当該金融商品取引所名を注記すること。 

ｂ 株式が本邦以外の地域の金融商品取引所に上場されている場合には、主要な１金融商品取引所の市場
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相場についてａと同様の記載をし、当該金融商品取引所名を注記すること。 

ｃ 株式が店頭売買有価証券として本邦内の認可金融商品取引業協会に登録されている場合には、当該認

可金融商品取引業協会の発表する相場を記載するとともに、その旨を注記すること。 

ｄ その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その旨を注記すること。 

ｅ 株価は普通株について記載すること。 

(47) ［略］ (47) ［同左］ 

(48) 監査の状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(56)ｄ⒜

中「監査公認会計士等（第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び

第二号の五様式において同じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第19条第２項

第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務計算

に関する書類（法第193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１号の監

査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等（公認会計士法第１条の３第７項に規定する外

国監査法人等をいう。以下この様式及び第八号様式において同じ。）又は当該提出会社の内部統制報告書

について法第193条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をい

う。以下この様式において同じ。）」と、同様式記載上の注意(56)ｄ⒞及び(56)ｄ⒡ⅳ中「提出会社が監査公認

会計士等」とあるのは「提出会社が外国監査公認会計士等」と、同様式記載上の注意(56)ｄ⒡ⅰ中「第２条

第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第１項に規定する業務（外国監査法人等にあっては、同項の

業務に相当すると認められる業務）」と、同様式記載上の注意(56)ｄ⒡ⅱ中「監査公認会計士等と同一」と

あるのは「外国監査公認会計士等と同一」と読み替えるものとする。 

(48) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

(49) 役員の報酬等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

(49) 監査報酬の内容等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)ａ中

「監査公認会計士等（第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び第

二号の五様式において同じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第19条第２項第

９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務計算に

関する書類（法第193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１号の監査

証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等（公認会計士法第１条の３第７項に規定する外国

監査法人等をいう。以下この様式及び第八号様式において同じ。）又は当該提出会社の内部統制報告書に

ついて法第193条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をい

う。以下この様式において同じ。）」と、「第２条第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第１項に規

定する業務（外国監査法人等にあっては、同項の業務に相当すると認められる業務）」と、同様式記載上

の注意(57)ｂ中「監査公認会計士等と同一」とあるのは「外国監査公認会計士等と同一」と、同様式記載上

の注意(57)ｃ中「提出会社が監査公認会計士等」とあるのは「提出会社が外国監査公認会計士等」と読み替

えるものとする。 

(50) 株式の保有状況 

第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。 

［加える。］ 

(51) ［略］ (50) ［同左］ 

(52) 財務書類 

ａ ［略］ 

ｂ 財務書類は、最近２事業年度（連結財務諸表規則第８条の３又は財務諸表等規則第６条に規定する比

較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近１事業年度（最近事業年度の前事業年度に係る財務

書類が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券報

告書に記載されていない場合には、最近２事業年度））のもの（附属明細表については最近１事業年度

(51) 財務書類 

ａ ［同左］ 

ｂ 財務書類は、最近２事業年度（連結財務諸表規則第８条の３又は財務諸表等規則第６条に規定する比

較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近１事業年度（最近事業年度の前事業年度に係る財務

書類が法第５条第１項又は第24条第１項から第３項までの規定により提出された届出書又は有価証券報

告書に記載されていない場合には、最近２事業年度））のもの（附属明細表については最近１事業年度

- 
6
8
 -



 

 

のもの）を掲げること。ただし、提出会社が継続開示会社でない場合には、当該提出会社の選択により

最近３事業年度の財務書類（附属明細表については最近１事業年度のもの）であって、公認会計士若し

くは監査法人の監査証明を受けているもの又は外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる証

明を受けているものを掲げることができる。 

また、四半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の⒜から⒞までに掲

げる期間に届出書を提出する場合には、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期財務書類（四

半期連結財務諸表規則第５条の３又は四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報に準ずる情

報を除く。）を併せて掲げること。なお、⒜から⒞までに掲げる期間前において、それぞれ⒜から⒞ま

でに定める期間に係る四半期財務書類を掲げることができることとなった場合には、当該四半期財務書

類を併せて掲げること。 

⒜ 最近事業年度の次の事業年度（以下(52)において「次の事業年度」という。）における最初の四半期

会計期間（以下(52)において「第１四半期会計期間」という。）終了後令第４条の２の 10 第３項に規定

する期間（以下(52)において「提出期間」という。）を経過する日から次の事業年度における第１四半

期会計期間の次の四半期会計期間（以下(52)において「第２四半期会計期間」という。）終了後提出期

間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第１四半期会計期間 

⒝ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における

第２四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(52)において「第３四半期会計期間」という。）終了

後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２四半期会計期間 

⒞ ［略］ 

ｃ ［略］ 

のもの）を掲げること。ただし、提出会社が継続開示会社でない場合には、当該提出会社の選択により

最近３事業年度の財務書類（附属明細表については最近１事業年度のもの）であって、公認会計士若し

くは監査法人の監査証明を受けているもの又は外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる証

明を受けているものを掲げることができる。 

また、四半期報告書を提出する会社において、１年を１事業年度とする会社が次の⒜から⒞までに掲

げる期間に届出書を提出する場合には、それぞれ⒜から⒞までに定める期間に係る四半期財務書類（四

半期連結財務諸表規則第５条の３又は四半期財務諸表等規則第４条の３に規定する比較情報に準ずる情

報を除く。）を併せて掲げること。なお、⒜から⒞までに掲げる期間前において、それぞれ⒜から⒞ま

でに定める期間に係る四半期財務書類を掲げることができることとなった場合には、当該四半期財務書

類を併せて掲げること。 

⒜ 最近事業年度の次の事業年度（以下(51)において「次の事業年度」という。）における最初の四半期

会計期間（以下(51)において「第１四半期会計期間」という。）終了後令第４条の２の 10 第３項に規定

する期間（以下(51)において「提出期間」という。）を経過する日から次の事業年度における第１四半

期会計期間の次の四半期会計期間（以下(51)において「第２四半期会計期間」という。）終了後提出期

間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第１四半期会計期間 

⒝ 次の事業年度における第２四半期会計期間終了後提出期間を経過する日から次の事業年度における

第２四半期会計期間の次の四半期会計期間（以下(51)において「第３四半期会計期間」という。）終了

後提出期間を経過する日の前日までの期間 当該次の事業年度における第２四半期会計期間 

⒞ ［同左］ 

ｃ ［同左］ 

(53) ［略］ (52) ［同左］ 

(54) その他 

ａ ［略］ 

ｂ 最近事業年度の次の事業年度の経営成績を記載しうる程度の期間が経過している場合には、その概要

を前事業年度の同期間と比較して記載すること。(52)ｂにより掲げた財務書類に係る事業年度の次の事業

年度経過後に届出書を提出する場合であって、財務書類の形式による記載が可能なときは、それによる

こと。 

ｃ 第二号様式記載上の注意(66)ｃ及びｄ又は(74)ｄ及びｅに準じて記載すること。 

ｄ ［略］ 

(53) その他 

ａ ［同左］ 

ｂ 最近事業年度の次の事業年度の経営成績を記載しうる程度の期間が経過している場合には、その概要

を前事業年度の同期間と比較して記載すること。(51)ｂにより掲げた財務書類に係る事業年度の次の事業

年度経過後に届出書を提出する場合であって、財務書類の形式による記載が可能なときは、それによる

こと。 

ｃ 第二号様式記載上の注意(65)ｃ及びｄ又は(73)ｄ及びｅに準じて記載すること。 

ｄ ［同左］ 
(55) ［略］ (54) ［同左］ 

(56) ［略］ (55) ［同左］ 
(57) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(76)に準じて記載すること。 

(56) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 
(58) ［略］ (57) ［同左］ 
(59) ［略］ (58) ［同左］ 
(60) ［略］ (59) ［同左］ 

(61) ［略］ (60) ［同左］ 

(62) 保証会社以外の会社の情報 

当該届出に係る有価証券に関し、連動子会社その他投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される保証会

社以外の会社等（例えば、当該届出に係る有価証券がカバードワラントにあってはオプションの行使の対

象となる有価証券の発行者、預託証券にあっては預託を受ける者、有価証券信託受益証券にあっては受託

者）の企業情報について記載すること。 

［ａ・ｂ 略］ 

(61) 保証会社以外の会社の情報 

当該届出に係る有価証券に関し、連動子会社（第19条第３項に規定する連動子会社をいう。以下同

じ。）その他投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される保証会社以外の会社等（例えば、当該届出に係

る有価証券がカバードワラントにあってはオプションの行使の対象となる有価証券の発行者、預託証券に

あっては預託を受ける者、有価証券信託受益証券にあっては受託者）の企業情報について記載すること。 

［ａ・ｂ 同左］ 
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(63) ［略］ (62) ［同左］ 

(64) ［略］ (63) ［同左］ 

(65) ［略］ (64) ［同左］ 

(66) ［略］ (65) ［同左］ 

(67) ［略］ (66) ［同左］ 

(68) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、提出者の属する国・州等の法人制度全般

について記載するとともに、医療法人に関する制度の内容についても記載すること。また、「第二部 企

業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。 

(67) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、提出者の属する国・州等の法人制度全般

について記載するとともに、医療法人に関する制度の内容についても記載すること。また、「第二部 企

業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。 

  

第七号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第七号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ ［第一部・第二部 同左］ 

第三部【発行者情報】 第三部【発行者情報】 

［第１～第４ 略］ ［第１～第４ 同左］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 略］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 同左］ 

［削る。］ 

 

 

 

３【株価の推移】 

⑴【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次      

決算年月      

最高（円）      

- 
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最低（円）      

⑵【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別       

最高（円）       

最低（円）       
 

［削る。］ ４【役員の状況】 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの概要】 

⑵【役員の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】 

⑵【監査報酬の内容等】 

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

区分 

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

提出会社     

連結子会社     

計     

②【その他重要な報酬の内容】 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

④【監査報酬の決定方針】 

⑶【監査の状況】 

⑷【役員の報酬等】 

⑸【株式の保有状況】 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

［第６～第９ 略］ ［第６～第９ 同左］ 

［第四部～第六部 略］ ［第四部～第六部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報」及び「第六部 組織再編成対象会社情報」について

は、第二号の六様式の記載上の注意に、それ以外の項目については、第七号様式の記載上の注意に準じて記

載すること。 

［同左］ 

  

第八号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【事業年度】               第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

第八号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【事業年度】               第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

- 
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【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】⑹          名称 

（所在地） 

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】⑹          名称 

（所在地） 

第一部【企業情報】 

［第１～第４ 略］ 

第一部【企業情報】 

［第１～第４ 同左］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 略］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 同左］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３【株価の推移】(29) 

⑴【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次      

決算年月      

最高（円）      

最低（円）      

⑵【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別       

最高（円）       

最低（円）       
 

［削る。］ 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの概要】(29) 

⑵【役員の状況】(30) 

 

 

 

 

 

 

 

４【役員の状況】(30) 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】(31) 

⑵【監査報酬の内容等】(32) 

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

提出会社     

連結子会社     

計     
 

 

 

 

⑶【監査の状況】(31) 

⑷【役員の報酬等】(32) 

⑸【株式の保有状況】(33) 

②【その他重要な報酬の内容】 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

④【監査報酬の決定方針】 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

第６【経理の状況】(34) 第６【経理の状況】(33) 
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１【財務書類】(35) 

２【主な資産・負債及び収支の内容】(36) 

３【その他】(37) 

１【財務書類】(34) 

２【主な資産・負債及び収支の内容】(35) 

３【その他】(36) 

第７【外国為替相場の推移】(38) 

［１～３ 略］ 

第７【外国為替相場の推移】(37) 

［１～３ 同左］ 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(39) 第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】(38) 

第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】(40) 

２【その他の参考情報】(41) 

第９【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】(39) 

２【その他の参考情報】(40) 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(42) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(43) 

［⑴・⑵ 略］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(44) 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(41) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(42) 

［⑴・⑵ 同左］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(43) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(45) 

［１～３ 略］ 

第２【保証会社以外の会社の情報】(44) 

［１～３ 同左］ 

第３【指数等の情報】(46) 

［１・２ 略］ 

第３【指数等の情報】(45) 

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式及び第七号様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合に

は、第二号様式及び第七号様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」及び「最近 

日」とあるのは「当連結会計年度末」（連結財務諸表を作成していない場合には「当事業年度末」）と、「最

近５連結会計年度」とあるのは「当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近２連

結会計年度等」とあるのは「当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近連結会計年

度」及び「最近連結会計年度等」とあるのは「当連結会計年度」と、「最近連結会計年度末」とあるのは

「当連結会計年度末」と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の前４事業年度及び当事業年度」 

と、「最近２事業年度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事業年度」

と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事業年度末」とあるの 

は「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載した」と読み替えるもの

とする。 

［同左］ 

［⑴～(24) 略］ ［⑴～(24) 同左］ 

(25) 発行済株式総数及び資本金の推移 

ａ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては当事業年度の

前９事業年度及び当事業年度。(46)において同じ。）（この間に発行済株式総数及び資本金の増減がない場

合には、最後に増減があった日）における発行済株式総数及び資本金の増減について株式の種類別に区

分して記載すること。 

なお、各事業年度における資本金の増減額については、その増減ごとの金額が当該事業年度の末日の

資本金の100分の10以上のものについては、その増減ごとに記載することとするが、100分の10未満のも

のについては、期中の増加額及び減少額をそれぞれ一括して記載することができる。 

［ｂ～ｄ 略］  

(25) 発行済株式総数及び資本金の推移 

ａ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては当事業年度の

前９事業年度及び当事業年度。(45)において同じ。）（この間に発行済株式総数及び資本金の増減がない場

合には、最後に増減があった日）における発行済株式総数及び資本金の増減について株式の種類別に区

分して記載すること。 

なお、各事業年度における資本金の増減額については、その増減ごとの金額が当該事業年度の末日の

資本金の100分の10以上のものについては、その増減ごとに記載することとするが、100分の10未満のも

のについては、期中の増加額及び減少額をそれぞれ一括して記載することができる。 

［ｂ～ｄ 同左］  

［(26)～(28) 略］  ［(26)～(28) 同左］ 

(29) コーポレート・ガバナンスの概要 (29) 株価の推移 

- 
7
3
 -



 

 

第二号様式記載上の注意(54)に準じて記載すること。 第七号様式記載上の注意(46)に準じて記載すること。 

(30) ［略］ (30) ［同左］ 

(31) 監査の状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(56)ｄ⒜

中「監査公認会計士等（第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び

第二号の五様式において同じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第19条第２項

第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務計算

に関する書類（法第193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１号の監

査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等又は当該提出会社の内部統制報告書について法

第193条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をいう。以下こ

の様式において同じ。）」と、同様式記載上の注意(56)ｄ⒞及び(56)ｄ⒡ⅳ中「提出会社が監査公認会計士等」

とあるのは「提出会社が外国監査公認会計士等」と、同様式記載上の注意(56)ｄ⒡ⅰ中「第２条第１項に規

定する業務」とあるのは「第２条第１項に規定する業務（外国監査法人等にあっては、同項の業務に相当

すると認められる業務）」と、同様式記載上の注意(56)ｄ⒡ⅱ中「監査公認会計士等と同一」とあるのは

「外国監査公認会計士等と同一」と読み替えるものとする。 

(31) コーポレート・ガバナンスの状況 

第二号様式記載上の注意(56)に準じて記載すること。 

(32) 役員の報酬等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。 

(32) 監査報酬の内容等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)ａ中

「監査公認会計士等（第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式及び第 

二号の五様式において同じ。）」とあるのは「外国監査公認会計士等（監査公認会計士等（第19条第２項第 

９号の４に規定する監査公認会計士等をいう。以下この様式において同じ。）、当該提出会社の財務計算に 

関する書類（法第193条の２第１項に規定する財務計算に関する書類をいう。）について同項第１号の監査  

証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等又は当該提出会社の内部統制報告書について法第

193条の２第２項第１号の監査証明に相当すると認められる証明を行う外国監査法人等をいう。以下この 

様式において同じ。）」と、「第２条第１項に規定する業務」とあるのは「第２条第１項に規定する業務 

（外国監査法人等にあっては、同項の業務に相当すると認められる業務）」と、同様式記載上の注意(57)ｂ

中「監査公認会計士等と同一」とあるのは「外国監査公認会計士等と同一」と、同様式記載上の注意(57)ｃ

中「提出会社が監査公認会計士等」とあるのは「提出会社が外国監査公認会計士等」と読み替えるものと

する。 

(33) 株式の保有状況 

第二号様式記載上の注意(58)に準じて記載すること。 

［加える。］ 

(34) ［略］ (33) ［同左］ 

(35) 財務書類 

第七号様式記載上の注意(52)ａ及びｂ本文に準じて記載すること。 

(34) 財務書類 

第七号様式記載上の注意(51)ａ及びｂ本文に準じて記載すること。 

(36) 主な資産・負債及び収支の内容 

第七号様式記載上の注意(53)に準じて記載すること。 

(35) 主な資産・負債及び収支の内容 

第七号様式記載上の注意(52)に準じて記載すること。 

(37) その他 

ａ ［略］ 

ｂ 第七号様式記載上の注意(54)ｃに準じて記載すること。 

ｃ ［略］ 

(36) その他 

ａ ［同左］ 

ｂ 第七号様式記載上の注意(53)ｃに準じて記載すること。 

ｃ ［同左］ 

(38) ［略］ (37) ［同左］ 

(39) ［略］ (38) ［同左］ 

(40) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(76)に準じて記載すること。 

(39) 提出会社の親会社等の情報 

第二号様式記載上の注意(75)に準じて記載すること。 
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(41) ［略］ (40) ［同左］ 

(42) ［略］ (41) ［同左］ 

(43) ［略］ (42) ［同左］ 

(44) ［略］ (43) ［同左］ 

(45) ［略］ (44) ［同左］ 

(46) ［略］ (45) ［同左］ 

(47) ［略］ (46) ［同左］ 

(48) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(68)に準じて記載

すること。また、「第一部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載す

ること。 

(47) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(67)に準じて記載

すること。また、「第一部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載す

ること。 

  

第九号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第３項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【事業年度】               第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第九号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第３項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【事業年度】               第 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第一部【企業情報】 

［第１～第４ 略］ 

第一部【企業情報】 

［第１～第４ 同左］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 略］ 

第５【提出会社の状況】 

［１・２ 同左］ 

 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

３【株価の推移】 

⑴【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次      

決算年月      

最高（円）      
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最低（円）      

⑵【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別       

最高（円）       

最低（円）       
 

［削る。］ 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの概要】 

⑵【役員の状況】 

４【役員の状況】 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】 

⑵【監査報酬の内容等】 

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

監査証明業務に基づ

く報酬（円） 

非監査業務に基づく

報酬（円） 

提出会社     

連結子会社     

計     

 

 

 

 

⑶【監査の状況】 

⑷【役員の報酬等】 

⑸【株式の保有状況】 

②【その他重要な報酬の内容】 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

④【監査報酬の決定方針】 

［加える。］ 

［加える。］ 

［加える。］ 

［第６～第９ 略］ ［第６～第９ 同左］ 

第二部 ［略］ 第二部 ［同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

次に掲げるものを除き、第七号様式に準じて記載すること。 

⑴ ［略］ 

⑵ 「第６ 経理の状況」の「４ 最近の財務書類」については、当事業年度の前４事業年度及び当事業年

度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては当事業年度の前９事業年度及び当事業年度）の財務書類

（附属明細表を除く。）のうち「１ 財務書類」に記載したもの以外のものを、第七号様式記載上の注意

(52)に準じて掲げること。 

ただし、「１ 財務書類」において当事業年度の前２事業年度及び当事業年度の財務書類を掲げた場合 

には、掲げることを要しない。 

［同左］ 

⑴ ［同左］ 

⑵ 「第６ 経理の状況」の「４ 最近の財務書類」については、当事業年度の前４事業年度及び当事業年

度（６箇月を１事業年度とする会社にあっては当事業年度の前９事業年度及び当事業年度）の財務書類

（附属明細表を除く。）のうち「１ 財務書類」に記載したもの以外のものを、第七号様式記載上の注意

(51)に準じて掲げること。 

ただし、「１ 財務書類」において当事業年度の前２事業年度及び当事業年度の財務書類を掲げた場合 

には、掲げることを要しない。 

  

第九号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の４の７第  項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

第九号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の４の７第  項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 
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【四半期会計期間】             第 期第 四半期（自 平成 年 月 日  

至 平成 年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】⑹          名称 

（所在地） 

【四半期会計期間】             第 期第 四半期（自 平成 年 月 日  

至 平成 年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】⑹          名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ ［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

⑴ 一般的事項 

［ａ～ｆ 略］ 

ｇ 第一部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 

⒜ 有価証券報告書に財務書類として連結財務諸表のみを掲げている場合には、連結会社について記載

すること。 

［⒝・⒞ 略］ 

ｈ ［略］ 

⑴ 一般的事項 

［ａ～ｆ 同左］ 

ｇ 第一部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 

⒜ 有価証券報告書に財務書類として連結財務諸表のみを掲げている場合には、提出会社と連結子会社

を連結したものについて記載すること。 

［⒝・⒞ 同左］ 

ｈ ［同左］ 

［⑵～⒂ 略］ 

⒃ 大株主の状況 

ａ 当四半期会計期間が第２四半期会計期間（第１四半期会計期間（当事業年度の最初の四半期会計期間

をいう。）の翌四半期会計期間をいう。ｂにおいて同じ。）である場合について、当四半期会計期間の末

日現在の「大株主の状況」について記載すること。 

ｂ ［略］ 

⒄ 役員の状況 

ａ 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員（取締役、監査役及び政策

決定又は業務執行に関しこれらの者と同等の権限を有する職員をいう。以下⒄において同じ。）に異動

があった場合に記載すること。 

［ｂ～ｅ 略］ 

⒅ ［略］ 

⒆ 四半期財務書類 

ａ 次の四半期財務書類を掲げること。 

⒜ 提出会社の本邦以外の地域において開示している四半期財務書類が、四半期財務諸表等規則第83条

第１項又は第２項の規定により、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認められた場合

には、次の区分により、四半期財務書類を掲げること。 

この場合において、四半期財務書類の種類（四半期会計期間に係る四半期貸借対照表、四半期会計

期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書並びに四半期累計期間に係るキャッシュ・フロー計

算書をいう。）は、当該地域で開示すべきこととされているものによる（⒝において同じ。）。 

［⑵～⒂ 同左］ 

⒃ 大株主の状況 

ａ 当四半期会計期間が第２四半期会計期間（第１四半期会計期間（当事業年度の最初の四半期会計期間

をいう。）の翌四半期会計期間をいう。以下⒃において同じ。）である場合について、当四半期会計期間

の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。 

ｂ ［同左］ 

⒄ 役員の状況 

ａ 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員（取締役、監査役及び政策

決定又は業務執行に関しこれらの者と同等の権限を有する職員をいう。以下この様式において同じ。）

に異動があった場合に記載すること。 

［ｂ～ｅ 同左］ 

⒅ ［同左］ 

⒆ 四半期財務書類 

ａ 次の四半期財務書類を掲げること。 

⒜ 提出会社の本邦以外の地域において開示している四半期財務書類が、四半期財務諸表等規則第83条

第１項又は第２項の規定により、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認められた場合

には、次の区分により、四半期財務書類を掲げること。 

この場合において、四半期財務書類の種類（四半期会計期間に係る四半期貸借対照表、四半期会計

期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書並びに四半期累計期間に係るキャッシュ・フロー計

算書をいう。）は、当該地域で開示すべきこととされているものによる。（⒝において同じ。） 
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［①～③ 略］ 

⒝ ［略］ 

ｂ ［略］ 

［⒇～(23) 略］ 

(24) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ ［略］ 

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本四半期報告書の提出日に

おける保証会社の直近の事業年度（ｃにおいて「直近事業年度」という。）に関する当該保証会社の経

営成績の概要について、第八号様式「第一部 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」から

「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 

［ｃ・ｄ 略］ 

［(25)・(26) 略］ 

［①～③ 同左］ 

⒝ ［同左］ 

ｂ ［同左］ 

［⒇～(23) 同左］ 

(24) 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

ａ ［同左］ 

ｂ 当該保証会社の会社名、代表者の役職名及び本店の所在の場所を記載し、本四半期報告書の提出日に

おける保証会社の直近の事業年度（以下ｂにおいて「直近事業年度」という。）に関する当該保証会社

の経営成績の概要について、第八号様式「第一部 企業情報」の「第１ 本国における法制等の概要」

から「第６ 経理の状況」までに準じて記載すること。 

［ｃ・ｄ 同左］ 

［(25)・(26) 同左］ 

  

第十号様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】⑹          名称 

（所在地） 

第十号様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                平成 年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） 

【会社名】⑵                                

【代表者の役職氏名】⑶                           

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】⑷                         

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】⑸                            

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】⑹          名称 

（所在地） 

第一部【企業情報】 

［第１～第４ 略］ 

第一部【企業情報】 

［第１～第４ 同左］ 

第５【提出会社の状況】 

１ ［略］ 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

２【役員の状況】(21) 

第５【提出会社の状況】 

１ ［同左］ 

２【株価の推移】(21) 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

月別       

最高（円）       

最低（円）       

３【役員の状況】(22) 

第６【経理の状況】(22) 

１【中間財務書類】(23) 

第６【経理の状況】(23) 

１【中間財務書類】(24) 
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２【その他】(24) ２【その他】(25) 

第７【外国為替相場の推移】(25) 

［１・２ 略］ 

第７【外国為替相場の推移】(26) 

［１・２ 同左］ 

第８【提出会社の参考情報】(26) 第８【提出会社の参考情報】(27) 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(27) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(28) 

［⑴・⑵ 略］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(29) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(30) 

［１～３ 略］ 

第３【指数等の情報】(31) 

［１・２ 略］ 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

１【保証の対象となっている社債】(28) 

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】(29) 

［⑴・⑵ 同左］ 

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】(30) 

第２【保証会社以外の会社の情報】(31) 

［１～３ 同左］ 

第３【指数等の情報】(32) 

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

⑴ 一般的事項 

［ａ～ｆ 略］ 

ｇ 第一部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 

⒜ 有価証券報告書に財務書類として連結財務諸表のみを掲げている場合には、連結会社について記載

すること。 

［⒝・⒞ 略］ 

⑴ 一般的事項 

［ａ～ｆ 同左］ 

ｇ 第一部中「第２ 企業の概況」から「第４ 設備の状況」までの記載については、次によること。 

⒜ 有価証券報告書に財務書類として連結財務諸表のみを掲げている場合には、提出会社と連結子会社

を連結したものについて記載すること。 

［⒝・⒞ 同左］ 

［⑵～⒇ 略］ ［⑵～⒇ 同左］ 

［削る。］ (21) 株価の推移 

第七号様式記載上の注意(46)に準じて記載すること。 

(21) ［略］ (22) ［同左］ 

(22) ［略］ (23) ［同左］ 

(23) ［略］ (24) ［同左］ 

(24) ［略］ (25) ［同左］ 

(25) ［略］ (26) ［同左］ 

(26) ［略］ (27) ［同左］ 

(27) ［略］ (28) ［同左］ 

(28) ［略］ (29) ［同左］ 

(29) ［略］ (30) ［同左］ 

(30) ［略］ (31) ［同左］ 

(31) ［略］ (32) ［同左］ 

(32) ［略］ (33) ［同左］ 

(33) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(68)に準じて記載すること。また、「第一部 

企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(88)に準じて記載すること。なお、第二号様式記

載上の注意(88)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

(34) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国における

法制等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(67)に準じて記載すること。また、「第一部 

企業情報」の「第３ 事業の状況」の「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析」の項目については、第二号様式記載上の注意(87)に準じて記載すること。なお、第二号様式記

載上の注意(87)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 
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備 考 表 中 の ［ ］ に 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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